
 

【回答】 
１．そのとおりです。 
２．基礎下・土間下の砕石およびアスファルト路盤材（M-40）は残置です。 
３．本工事敷地内の発生土で埋め戻し及び地均しを行うものとし、見積金額は「コンクリート土間解体」に含めて計上してください。なお、地盤高調整のための

客土は監督員と協議します。 
４．特記仕様書 1-9-1 については独立木の伐採等で周囲の一般道規制が伴う場合を想定しています。1-14、1-20、1-21 はそれぞれ一般的な事項を記載しているた

め、一部今回工事に該当しない項目もありますが、1-14-5、1-20-2 については施工車両が一般道を走行する際も順守してください。 


